
 

令和８年度０１８サポート実施要綱 

 

７福祉子育第４３０８号  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 

（目的） 

第１条 教育費や生活費等、子育てにかかる費用が相対的に高い東京において、経済情勢の悪化による

雇用の不安定化等も進む中で、経済的な事情から安心して子供を産み、育てることが難しくなっている

状況に鑑み、東京都（以下「都」という。）が都内に在住する 18歳以下の子供に対し、０１８サポート

を実施する。０１８サポートでは、第２条で定める事業を実施し、給付金（以下「０１８サポート給付

金」という。）を支給することで、学びなど子供の育ちを切れ目なくサポートし、子育てのしやすい東

京を実現することを目的とする。 

 

（事業内容） 

第２条 ０１８サポートの事業内容は、次の各号に定めるものとする。 

 一 ０１８サポート事業 

第４条第１項に定める対象者に対して、子供１人当たり月額 5,000 円（年額最大６万円）を支給す

る。 

 二 子育て応援＋（プラス）事業 

実質賃金がマイナスの状況が続く中、子育て世帯を応援するため、第４条第２項に定める対象者に対

して、子供１人当たり 11,000円（１回限り）を支給する。 

 

（実施主体） 

第３条 本事業の実施主体は、都とする。ただし、事業の全部又は一部を、次の各号に掲げる者に委託す

ることができる。 

一 法人格を有する者であって都が認めるもの 

二 特別区及び市町村（以下「区市町村」という。） 

２ 前項各号に掲げる者は、都の事前承認を受けた場合に限り、事業の全部又は一部を、他の適当な団体

等に委託することができる。 

 

（対象者） 

第４条 ０１８サポートの対象者は次のとおりである。 

１ 第２条第１号に定める事業の対象者は、０歳から 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間

にある者であって、都内に住所を有する者（都内区市町村において対象者に関する事項が住民基本台帳

に記載されている者）又は留学その他都が別に定める理由により都内に住所を有しない者とする。 

２ 第２条第２号に定める事業の対象者は、前項に定める対象者のうち、生年月日が平成 24年４月２日

から令和９年４月１日までの間にある者であって、令和８年２月２日から令和９年４月１日までの間

に都内に住所を有する者（都内区市町村において対象者に関する事項が住民基本台帳に記載されてい



る者）又は留学その他都が別に定める理由により都内に住所を有しない者とする。 

 

（０１８サポート給付金の支給） 

第５条 対象となり得る者は、必要事項を記載した０１８サポート給付金認定請求書等を作成し、都に

対し請求を行う。 

２ 都は、前項により請求のあった者について０１８サポート給付金認定請求書等の内容を審査し、適

当である場合には認定を行ったうえで、給付金を支給する。 

 

（コールセンターの設置及び運営） 

第６条 都は、対象者等からの本事業に関する問合せに対応するため、コールセンターを設置及び運営

する。 

 

（実施期間） 

第７条 本事業の実施期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（個人情報の適切な管理） 

第８条 都は、本事業の実施に当たって、取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平

成十五年法律第五十七号）の規定に基づき、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のた

めに必要な措置を講じなければならない。 

２ 都は、第３条第１項により、事業を委託しようとする場合は、委託を受けた者（以下「受託者」とい

う。）に対し、個人情報の保護に関し必要な措置を講じさせなければならない。 

３ 都は、受託者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 

４ 都は、この要綱及び都が別途定める取扱要領（以下「取扱要領」という。）の施行に必要な限度にお

いて、受託者に対し、これらの情報の取扱いに関し必要な指導、助言をすることができる。 

５ 都は、受託者がこの要綱及び取扱要領に定める個人情報の保護に関する規定等に違反した場合にお

いて個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止そ

の他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

 

（その他） 

第９条 この要綱及び取扱要領の定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


